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変更しようとする部分を明らかにした最終保障供給約款の新旧対照表 

変更前の最終保障供給約款 備 考 変更後の最終保障供給約款 

1．～44． 略 

 

付 則   

１．この最終保障約款の実施期日 

この最終保障約款は、２０２４年 ７月 １日から実施いたします。 

２． 略 

 

（別表第１） 
供給区域 

１．秋田支社 
秋田県秋田市 

旭川清澄町、旭川新藤田東町、旭川新藤田西町、旭川南町、新屋大川町、新屋扇町、新屋表町、

新屋勝平町、新屋栗田町、新屋寿町、新屋鳥木町、新屋比内町、新屋日吉町、新屋船場町、新屋

松美町、新屋南浜町、新屋元町、新屋豊町、新屋割山町、新屋沖田町、新屋前野町、新屋高美

町、新屋渋谷町、新屋田尻沢東町、新屋田尻沢中町、新屋田尻沢西町、新屋天秤野、新屋朝日

町、新屋松美ガ丘東町、新屋松美ガ丘南町、新屋松美ガ丘北町、新屋勝平台、新屋下川原町、新

屋北浜町、新屋町、泉、泉東町、泉馬場、泉三嶽根、泉一ノ坪、泉釜ノ町、泉菅野 1．2 丁目、泉

北 1～4 丁目、泉中央 1～6 丁目、泉南 1～3 丁目、飯島のうち字飯岡前谷地、字飯島水尻、字飯

田水尻、字芋田、字後谷地、字大崩、字大袋、字寄進田、宇左貫、字雀島、字田尻、字田尻堰

越、字天ノ袋、字長野、字長沼長野谷地、字長山下、字南場掛、字西袋、字東中谷地、字東上谷

地、字平右衛門田尻、字堀川、字前田表、字薬師田、字古道下川端。飯島緑丘町、飯島美砂町、

飯島松根西町、飯島松根東町、飯島文京町、飯島長野中町、飯島長野本町、飯島長野上町、飯島

穀丁、飯島道東 1～3 丁目、飯島川端 1～3 丁目、飯島鼠田 1～4 丁目、飯島飯田 1．2 丁目、飯島

西袋 1～3 丁目、飯島新町 1～3 丁目、牛島、牛島東 1～7 丁目、牛島西 1～4 丁目、牛島南 1．2
丁目、大町 1～6 丁目、卸町 1～5 丁目、大住 1～4 丁目、大住南 1～3 丁目、御野場 1～8 丁目、

御野場新町 1～5 丁目、大平台 1～4 丁目、川元小川町、川元開和町、川元松丘町、川元むつみ

町、川元山下町、川尻上野町、川尻新川町、川尻総社町、川尻みよし町、川尻若葉町、川尻大川

町、川尻御休町、川尻町字大川反、上北手荒巻のうち字荒巻、字堺切。上北手大戸のうち字関

上、字大戸のうち市道大杉沢袖ノ沢線以北、字堀ノ内のうち市道大杉沢袖ノ沢線以北。上北手古

野のうち字台、字深田沢、字脇ノ田。上北手御所野のうち字雨池通、字野畑。上北手猿田のうち

字底沢、字堤ノ沢、字寺ノ沢、字中谷地、字苗代沢、字四ツ小屋。上北手百崎字のうち字内山、

字境田、字諏訪ノ沢、字二夕子沢。旭北栄町、旭北寺町、旭北錦町、旭南 1～3 丁目、高陽青柳

町、高陽幸町、御所野下堤 1～5 丁目、御所野地蔵田 1～5 丁目、御所野元町 1～7 丁目、御所野

湯本 1～6 丁目、御所野堤台 1．2 丁目、港北新町、港北松野町、山王 1～7 丁目、山王新町、山

王中園町、山王中島町、山王沼田町、山王臨海町、桜 1～4 丁目、桜ガ丘 1～5 丁目、桜台 1～3
丁目、将軍野東 1～4 丁目、将軍野南 1～5 丁目、将軍野堰越、将軍野青山町、将軍野桂町、将軍

野向山、新藤田、下北手桜、下北手梨平字登館、下北手松崎のうち字家ノ前、字碇り、字大沢

田、字大巻。下北手柳館のうち字碇、字細谷沢、字新細谷。下新城中野のうち字街道端西、字琵
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1．～44． 略 

 

付 則   

１．この最終保障約款の実施期日 

この最終保障約款は、２０２４年 ９月２０日から実施いたします。 

２． 略 

 

（別表第 1） 

供給区域 
供給区域は、当社「託送供給約款（小売託送）」の「（別表第１）払い出すガスの圧力並びに払出

エリア」（４）に準じます。 
 

（別表第 2）～（別表第 10）  略 

 

 



変更しようとする部分を明らかにした最終保障供給約款の新旧対照表 

変更前の最終保障供給約款 備 考 変更後の最終保障供給約款 

琶沼のうち国道 7 号線の以西。千秋北の丸、千秋久保田町、千秋公園、千秋城下町、千秋中島

町、千秋明徳町、千秋矢留町、添川、添川字境内川原、字添川、字地ノ内、字湯沢。外旭川、外

旭川八幡田 1．2 丁目、外旭川八柳 1～3 丁目、土崎港中央 1～7 丁目、土崎港東 1～4 丁目、土崎

港西 1～5 丁目、土崎港南 1～3 丁目、土崎港北 1～7 丁目、土崎港相染町のうち字大谷地、字沖

谷地、字街道下、字堂ノ後、字中谷地、字沼端、字浜ナシ山。土崎港古川町のうち字相染境、字

古川添下。手形、手形からみでん、手形学園町、手形休下町、手形新栄町、手形住吉町、手形田

中、手形山崎町、手形山西町、手形山南町、手形山中町、手形山北町、手形山東町、寺内、寺内

油田 1～3 丁目、寺内堂ノ沢 1～3 丁目、寺内蛭根 1～3 丁目、寺内高野、寺内鵜ノ木、寺内大

畑、寺内焼山、寺内後城、寺内大小路、寺内神屋敷、寺内児桜 1～3 丁目、豊岩石田坂字九十田、

中通 1～7 丁目、楢山、楢山太田町、楢山大元町、楢山共和町、楢山金照町、楢山佐竹町、楢山城

南町、楢山登町、楢山本町、楢山南中町、楢山石塚町、楢山川口境、楢山愛宕下、楢山城南新

町、楢山古川新町、楢山南新町上丁、楢山南新町下丁、仁井田のうち字大野、字潟中島、字小中

島、字猿田川端、字下新田、字新中島、字中新田、字西潟敷、字福島、字柳林、字洧渮溜。仁井

田福島 1．2 丁目、仁井田二ツ屋 1．2 丁目、仁井田緑町、仁井田潟中町、仁井田蕗見町、仁井田

栄町、仁井田本町 4～6 丁目、濁川、茨島 1～7 丁目、浜田のうち字館ノ前、字館ノ丸、字前野、

字町端、字町ノ下、字宮田沢、字家後。東通仲町、東通観音前、東通館ノ越、東通明田、東通 1
～8 丁目、広面、蛇野、保戸野、保戸野金砂町、保戸野桜町、保戸野すわ町、保戸野千代田町、

保戸野鉄砲町、保戸野通町、保戸野中町、保戸野八丁、保戸野原の町、南ケ丘 1～3 丁目、南通亀

の町、南通築地、南通みその町、南通宮田、八橋運動公園、八橋本町 1～6 丁目、八橋新川向、八

橋三和町、八橋田五郎 1．2 丁目、八橋大道東、八橋鯲沼町、八橋大沼町、八橋大畑 1．2 丁目、

八橋イサノ 1．2 丁目、八橋南 1．2 丁目、八橋のうち字イサノ、字下八橋。山手台 1～3 丁目、

柳田、横森 1～5 丁目、四ツ小屋のうち字街道西、字街道東、字中川原、字中山、字船場前。四ツ

小屋小阿地のうち字大杉沢、字坂ノ上、字下堤、字狸崎。四ツ小屋末戸松本のうち字坂ノ上、字

地蔵田、字湯ノ沢 
２．福島支社 
福島県郡山市 
赤木町、朝日 1～3 丁目、愛宕町、池ノ台、石渕町、駅前 1．2 丁目、大町 1．2 丁目、開成 1～6
丁目、香久池 1．2 丁目、亀田 1．2 丁目、久留米 1～6 丁目、桑野 1～5 丁目、小原田 1～5 丁

目、御前南 1～6 丁目（ただし、旧字日向、旧字清水内向、旧字下衛門田、旧字西荒久を除く。）、

菜根 1～5 丁目、栄町、咲田 1．2 丁目、桜木 1．2 丁目、静町、島 1．2 丁目、清水台 1．2 丁

目、昭和 1．2 丁目、神明町、図景 1．2 丁目、台新 1．2 丁目、台東、長者 1～3 丁目、堤下町、

堤 1 丁目の一部（旧島１丁目、旧大槻町柏山、旧大槻町字半縄田）、堤 2 丁目、鶴見担 1～3 丁

目、堂前町、豊田町、虎丸町、中野 2 丁目の一部（旧大槻町字中谷地、旧大槻町字谷地）、中町、

七ッ池町、並木 1～5 丁目、鳴神 1～3 丁目、中野 1 丁目、西の内 1．2 丁目、芳賀 1～3 丁目、麓

山 1．2 丁目、菱田町、深沢 1．2 丁目、富久山町久保田、富久山町福原、富久山町八山田、方八

町 1．2 丁目、細沼町、待池台 1．2 丁目、松木町、緑ケ丘西 1～4 丁目、緑ケ丘東 1～8 丁目、南

1．2 丁目、緑町、向河原町、本町 1．2 丁目、桃見台、谷島町、山根町、八山田 1～7 丁目、八山

田西 1 丁目の一部（旧富久山町八山田、旧喜久田町字乙路後、旧喜久田町字上田向、旧喜久田町

 

 



変更しようとする部分を明らかにした最終保障供給約款の新旧対照表 

変更前の最終保障供給約款 備 考 変更後の最終保障供給約款 

字四十坦、旧喜久田町字前北原、旧富田町字音路、旧富田町字乙路後）、八山田西 2～5 丁目、横

塚 1～3・5．6 丁目、若葉町、名郷田 1 丁目、字賀庄、字上亀田、字亀田西、字川向、字北畑、

字桑野清水台、字五百渕西、字五百渕山、字菜根屋敷、字城清水、字大名艮、字名倉、字燧田、

字深田台、字古川、字八木橋、字山崎、備前舘 1 丁目 
安積町日出山 1 丁目 
安積町大字荒井のうち字安部、字飯塚、字河葉池、字上北井前、字下千保、字雁股、字北井後、

字北大部、字北千保、字北鎗ケ池、字庚段、字柴宮山、字下北井前、字十九夜、字猫田、字年

柄、字西北井、字林ノ越、字東北井、字東北井山、字弁天、字方八丁、字萬海、字道場、字南千

保、字鎗ケ池、字雷神、字大久保 
安積町大字日出山のうち字西畑、字台畑 
安積荒井 1 丁目の一部（旧安積町大字荒井字南大部、旧安積町大字荒井字上屋敷、旧安積町大字

荒井字林ノ越）、安積荒井 2 丁目の一部（旧安積町大字荒井字上屋敷、旧安積町大字荒井字林ノ

越、旧安積町大字荒井字雷神山、旧安積町大字荒井字弁天、旧安積町大字荒井字水神前）、安積荒

井 3 丁目の一部（旧安積町大字荒井字林ノ越、旧安積町大字荒井字上屋敷、旧安積町大字荒井字

弁天、旧安積町大字荒井字河葉池、旧安積町大字荒井字北田、旧安積町大字荒井字東前田、旧安

積町大字荒井字南大部、旧安積町大字荒井字道場、旧安積町大字荒井字水神前、旧安積町大字荒

井字雷神山） 
安積北井 1 丁目の一部（旧安積町大字荒井字細子、旧安積町大字荒井字北大部、旧安積町大字荒

井字南大部、旧安積町大字荒井字雷神山、旧安積町大字荒井字林ノ越、旧安積町大字荒井字北

田、旧安積町大字荒井字弁天）、安積北井 2 丁目の一部（旧安積町大字荒井字下権現山、旧安積町

大字荒井字東北井山、旧安積町大字荒井字東北井、旧安積町大字荒井字下北井前、旧安積町大字

荒井字雷神山、旧安積町大字荒井字水神前、旧安積町大字荒井字北田、旧安積町大字荒井字河葉

池、旧安積町大字荒井字上屋敷、旧安積町大字荒井字弁天） 
巳六段の一部（旧安積町大字荒井字細子、旧安積町大字荒井字鎗ケ池、旧安積町大字荒井字大久

保、旧安積町大字荒井字雷神山、旧安積町大字荒井字北大部、旧安積町大字荒井字南大部） 
安積荒井本町の一部（旧安積町大字荒井字上屋敷、旧安積町大字荒井字北田、旧安積町大字荒井

字水神前、旧安積町大字荒井字道場、旧安積町大字荒井字撫子東、旧安積町大字荒井字方八丁、

旧安積町大字荒井字梅田前） 
大槻町のうち字荒久、字牛道、字太田西、字小山田、字小山田表、字小山田西、字小山田前、字

柏山、字肩張、字上篠林、字川廻、字北中野、字北ノ林、字御十日、字小割林、字笹ノ台、字清

水内、字下篠林、字菅田、字下中野、字下西田、字仙海東、字大六田、字天正担、字中野、字中

谷地、字人形担、字人形担東、字仁池向、字林ノ北、字林ノ東、字林ノ前、字原田、字原田西、

字針生、字針生金畑、字針生北、字針生下、字針生西、字針生前田、字針生向、字半縄田、字東

阿良久、字東台、字東竹ヶ原、字広町、字堀切西、字三ッ担、字向原、字室ノ木、字室ノ木北、

字八担、字弥八池北、字弥八池南、字反田、字南反田、字中反田 
谷地本町の一部（旧大槻町字北ノ林、旧大槻町字中谷地、旧大槻町字谷地、旧大槻町字辰己田、

旧大槻町字芦久根） 
静西 1 丁目の一部（旧大槻町字中谷地、旧大槻町字谷地、旧大槻町字人形坦東） 
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変更前の最終保障供給約款 備 考 変更後の最終保障供給約款 

喜久田町のうち字四十担、字遠北原、字前北、字前北原 
東原 1 丁目の一部（旧喜久田町字遠北原、旧喜久田町字前北、旧喜久田町字前北原、旧喜久田町

字四十坦）、東原 2 丁目の一部（旧喜久田町字遠北原、旧喜久田町字前北）、東原 3 丁目の一部

（旧喜久田町字遠北原、旧喜久田町字前北、旧喜久田町字前北原） 
希望ヶ丘 
柏山町の一部（旧亀田 1 丁目、旧字亀田西、旧島 1 丁目、旧大槻町字柏山、旧大槻町字半縄田、

旧大槻町字上篠林） 
富田町のうち字稲川原、字大島前、字音路、字乙路後、字上亀田、字逆池北、字逆池下、字三角

堂、字下亀田、下小次郎木、字大徳南、字下双又、字満水田、字若宮前 
富田東 1 丁目の一部（旧富田町字逆池下、旧富田町字満水田）、富田東 2 丁目の一部（旧富田町字

乙路後、旧富田町字音路、旧富田町字逆池北）、富田東 3 丁目の一部（旧喜久田町字四十坦、旧喜

久田町字上田向、旧富田町字乙路後、旧富田町字音路、旧富田町字下双又、旧富田町字逆池北）、

富田東 4 丁目の一部（旧富久山町八山田、旧喜久田町字上田向、旧富田町字下双又、旧富田町字

満水田）、富田東 5 丁目の一部（旧富田町字音路、旧富田町字下双又、旧富田町字逆池下、旧富田

町字逆池北、旧富田町字満水田）、富田東 6 丁目の一部（旧富田町字下双又、旧富田町字逆池北） 
中田町赤沼のうち字細田 
三穂田町大字川田のうち字新昭和、字東高野。三穂田町川田 2 丁目 
大平町のうち字簓田 
上伊豆島 1 丁目 

福島県本宮市 
荒井字前田、字上前畑、字恵向 

３．福島支社平事業所 
福島県いわき市平 
字愛谷町 1～4 丁目、字揚土、字尼子町、字一町目、字二町目、字三町目、字四町目、字五町目、

字梅本、字大館、字大町、字鎌田町、字鍛冶町、字釜ノ内、字上川原、字北目町、字旧城跡、字久

保町、字九品寺町、字倉前、字紺屋町、字小太郎町、字胡摩沢、字五色町、字権現塚、字作町 1～
3 丁目、字桜町、字搔搥小路、字材木町、字四軒町、字下の町、字七軒町、字正内町、字下川原、

字白銀町、字新町、字十五町目、字正月町、字城東 1～3 丁目、字菅ノ沢、字杉平、字高月、字鷹

匠町、字田町、字立町、字大工町、字仲間町、字佃町、字月見町、字堤ノ内、字手摑、字研町、字

研町裏、字道匠小路、字童子町、字堂根町、字堂ノ前、字中町、字長橋町、字新川町、字新田前、

字禰宜町、字梅香町、字八幡小路、字橋下、字番匠町、字東町、字菱川町、字古鍛冶町、字三崎、

字三倉、字南町、字紅葉町、字薬王寺台、字柳町、字六間門、字六人町、鎌田町、正月町、祢宜町、

六町目、並木の杜 
鎌田、上荒川、上高久のうち字大日作、字高藪の一部。 
上山口のうち字大沢、字金折平の一部、字上大沢、字中大沢の一部、字日照の一部、字浜ノ作の

一部、字日渡、下山口のうち字後沢の一部、字大沢、字桃木沢。北白土、鯨岡、小泉のうち字西

の一部、字馬場の一部。下荒川、中塩、中山のうち字赤の一部、字赤坂、字桜町、字下ノ内の一

部、字諏訪下、字続谷、字宮下、字柳町、字矢ノ倉。幕ノ内、南白土、谷川瀬、吉野谷のうち字



変更しようとする部分を明らかにした最終保障供給約款の新旧対照表 

変更前の最終保障供給約款 備 考 変更後の最終保障供給約款 

石畑の一部、字国ヶ坪の一部、字西作の一部、字南作。四ツ波 
福島県いわき市 
石森 1．2 丁目、内郷御台境町新町前のうち市道御台境町・北好間線以北、内郷小島町のうちコシ

キ平、鳥居山、長沢、字服部沢。鹿島町下矢田のうち字榎木内、字江下田の一部、字勝負作、字

散野。草木台 1～5 丁目（ただし、旧常盤水野谷町竜ヶ沢を除く。）、走熊のうち字鶴巻、字新沼。

郷ヶ丘 1～4 丁目、自由ヶ丘、常磐上矢田町のうち申田、中央台飯野 1～5 丁目、中央台鹿島 1～3
丁目、中央台高久 1～4 丁目、平成 1．2 丁目、明治団地、好間工業団地、好間町下好間のうち字

浦田、字大館、字渋井（磐越東線以西を除く）。若葉台 1．2 丁目 
４．茨城支社 
茨城県水戸市 
赤塚 1．2 丁目、曙町、朝日町、愛宕町、石川 1～4 丁目、石川町、泉町 1～3 丁目、大町 1～3 丁

目、笠原町、金町 1～3 丁目、上水戸 1～4 丁目、河和田町、河和田 1～3 丁目、瓦谷、北見町、

五軒町 1～3 丁目、小吹町、紺屋町、栄町 1．2 丁目、柵町 1～3 丁目、桜川 1．2 丁目、三の丸 1
～3 丁目、下梅香、自由が丘、城東 1～5 丁目、城南 1～3 丁目、白梅 1～4 丁目、新原 1．2 丁

目、新荘 1～3 丁目、末広町 1～3 丁目、住吉町、千波町、大工町 1～3 丁目、中央 1．2 丁目、天

王町、東野町、常磐町、常磐町 1．2 丁目、中丸町、西原 1～3 丁目、梅香 1．2 丁目、袴塚 1～3
丁目、八幡町、浜田町、浜田 1．2 丁目、東赤塚、東台 1．2 丁目、東桜川、東原 1～3 丁目、備

前町、姫子 1．2 丁目、平須町、藤柄町、双葉台 1～5 丁目、文京 1．2 丁目、堀町、本町 1～3 丁

目、松が丘 1．2 丁目、松本町、見川 1～5 丁目、見川町、緑町 1～3 丁目、南町 1～3 丁目、宮内

町、宮町 1～3 丁目、見和 1～3 丁目、元台町、元山町 1．2 丁目、元吉田町、柳町 1．2 丁目、吉

沢町、吉田、米沢町、若宮 1．2 丁目、渡里町、大塚町のうち国道 50 号線以北、字田上 1086-2、
酒門町のうち国道 6 号線以西、開江町のうち県道真端～水戸線以南 

茨城県笠間市 
安居字上平、長兎路 

茨城県東茨城郡茨城町 
大字南川又のうち字稲荷、字シシヤ、字阿弥陀、字高房、字山ノ神、字離山、字後原、字枝川、

字猪谷、字後、大字南栗崎のうち字後原、字原、字小沼臺、字山の神、字二ツ塚、字角内、字山

神、大字野曽のうち字境町、字道三木、字荒谷、字野曽澤、字竹之内、字登り新田、字権現堂、

字北山、字エコ田、字湛沼下、字後谷、字後口谷、字後口台、字後口原、大字駒渡のうち字南小

割尻、字藤山、字中畑、字南小割、字宮脇、字北ソツカワ、字清水頭、字芝付、字長堀、字北

山、字北畑、字西山、字後原、字鯉淵道、字南山、字東陳畑上。 
５．茨城南支社 
茨城県土浦市（菅谷町、虫掛、佐野子、飯田、粕毛、矢作、宍塚、今泉､紫ケ丘、粟野町、 
小山崎、大志戸、大畑、小高、小野、上坂田、沢辺、下坂田、高岡、田土部、田宮、東城 
寺、永井、藤沢、藤沢新田、本郷、永井本郷入会地、小野沢辺東城寺入会地を除く） 

茨城県稲敷郡阿見町 
中央１～８丁目、大字青宿、大字曙、大字阿見、岡崎１～３丁目、中郷２・３丁目、西郷３丁 
目、大字荒川沖、住吉１・２丁目、うずら野１～４丁目、大字荒川本郷のうち乙戸川より北（た 
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だし、ガス事業法第２条第５項において引用するガス事業法施行規則第３条で規定された一般 
ガス導管事業から除外された導管によりガスを小売供給する事業（以下、「旧簡易ガス事業」 
という。）のときわ平レイクサイドタウンの供給地点を除く。）、本郷１丁目～３丁目（ただし、 
旧簡易ガス事業のときわ平レイクサイドタウンの供給地点を除く。）、大字大室、大字追原、大 
字島津、南平台１～３丁目、大字鈴木、大字廻戸、大字若栗、大字香澄の里、大字竹来のうち 
字入屋敷 

※ときわ平レイクサイドタウンの供給地点とは、以下をいう。 
茨城県稲敷郡阿見町大字荒川本郷のうち 
１３２４番地 １９～２１，２６，２８， 
１３２５番地 ３０，３８，３９，４１，４２，４６，４８， 
１３２６番地 ２，４～６， 
１３２７番地 ６，１２，１４，１８，２１，３５～３８， 
１３２８番地 ２～５， 
１３２９番地 ５４，５４－１，５６～６３，６５～６９，７１～８６，８８～９１，９４～９６，

９８～１     
０２，１０５～１０７，１０９～１１１，１１１－２，１１２～１１５，１１７，

１１８，１  
４９，１２１，１２1－２，１２１－３，１５７， 

１３４３番地 １６，２１～２５，２７～２９，２９－２～４，３０～３３，３５，３８～７０， 

７２，７ 
９，９０～９４，９４－２，９５～１０１，１１７，１１９，１２１，１２１－２，

１２３， 
１２４，１２８～１３２，１３４，１３６，１３７，１３９～１４５，１５２，１

５３，１５ 
４－１～４，１５５，１５７～１５９，１６１～１６４，１６６～１６９，１８８，

１９７， 
１９８，２００，２０２，２４１，２４２，２４７，２４７－２，２５３，２５４， 

１３４８番地 ３～１０，１２，１３，１５， 
１３５１番地 ３～８， 
１３５７番地 ５～１０， 
１３６４番地 ６，７， 

茨城県稲敷郡阿見町本郷１丁目のうち 
２２番地 １，１－２～６，２，４～８，１０， 
２４番地 ２，２－２，４，４－２，５，５－２，６，８～１０， 
２５番地 １～３，５～８， 
２６番地 ２，３，３－２，４，６，１０，１０－２，１１，１２， 
２７番地 ８， 
２８番地 １，３，４，６，８，９，１０，１２，１３，１５，１８，１９，２０，２０－２，２
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１～２９， 
２９番地 １～３，５～１１，１４，１６，１９，２０，２２－１，２２－２，２３， 
３３番地 １，１－２，３～１４， 
３４番地 １～５，７，８，１０，１２，１２－２，１２－３，１６，１６－２，１６－３，２１， 
３５番地 １，３～６，６－２，７，７－２，８，８－２，９，９－２，１０，１０－２，１１，

１２，１４ 
～２４，２４－２，２５，２５－２， 

３６番地 １－１～２，２～４，４－２～４，５，５－２，６～９，１１－１～９， 
３７番地 ２－１０１～１０２，２－２０１～２０３，２０５～２０８，２－３０１～３０３，３

０５～３ 
０８，３～８， 

４４番地 １０，１０－２，１０－３， 
４５番地 １，１－２，１－３，５～７，１０，１１， 
４６番地 ２，３，５～７， 
４７番地 １～２０， 

茨城県稲敷郡阿見町本郷３丁目のうち 
２番地 ３～７，７－２，８～１０， 
３番地 ２，３－１～１８，６，８～１２，１５～１７，１７－２，１７－３， 
５番地 １～６， 
６番地 １，３， 
７番地 １～５，７～１１，１３， 
８番地 １， 
１０番地 １～４，６，９～１３， 
１１番地 ２，３， 
２３番地 ２，３， 
２５番地 １，５，５－２， 
２６番地 １，２，４～１１， 
２７番地 １，１－２，１－３， 

茨城県かすみがうら市 
上稲吉、下稲吉、稲吉１～５丁目、稲吉東１～６丁目、稲吉南１～３丁目 

茨城県石岡市 
柏原、石岡字笊内（県道西小塙石岡線以西） 
東大橋字深久保、字八本、字生板、東田中のうち字前原 

茨城県小美玉市 
上玉里のうち字中道、字新林、字東ノ内 

６．茨城南支社守谷事業所 
茨城県守谷市 
御所ケ丘１～５丁目、久保ケ丘１～４丁目、松前台１～７丁目、薬師台１～７丁目、板戸井のう
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ち字鬼久保、字小屋場、字十三部、字中ノ台、字向地 
大木のうち字金糞、字神田ヶ入、字遠鹿台、字道祖神、字薬師堂、字胎ノ脇、字高崎、字高崎

下、字前田、字川中子 
大山新田のうち字大谷原、字中耕地、字西耕地、字東原、字深田、字松前 
立沢 
松ケ丘１．２丁目（ただし、旧簡易ガス事業の第二松ケ丘団地の供給地点を除く。）、松ケ丘３．

４．５丁目（ただし、旧簡易ガス事業の第一松ケ丘団地の供給地点を除く。）、松ケ丘６．７丁

目、けやき台１～６丁目 
高野のうち字上向田、字本宿、字南今城、字五拾塚、字瓜代 
乙子のうち字裏門、字狸穴 
鈴塚のうち字五拾塚、字大日 
大柏（ただし、大野川以西を除く。） 
野木崎（ただし、県道取手豊岡線以西を除く。）野木崎のうち字桑下、字沼田沖 
緑１．２丁目、松並青葉１．３．４丁目、松並青葉２丁目（ただし、旧松並字向溜を除く。）、松

並のうち字庚塚、字二ツ塚、字沼崎、字相ノ谷、字黒内、字大日、字溜。百合ケ丘１～３丁目、

本町のうち字向原、字宿畑、字新山、字天ノ窪、字篠根入、字柿ノ沢、字籠山前、字愛宕裏、字

法花坊、字御茶屋下、字坂町、字後沼、字山王下、字城内、字金ヶ崎､字天神下、字天神前、字堂

ノ浦、字奥山、字向山、字城張、字荒神、字荒神下、字籠山下、字籠山、字愛宕下、字愛宕、字

糺谷、字宿裏、字上裏、字上町、字新町、字仲町、字下町、字内畑、字下宿、字裏門。ひがし野

１～４丁目、中央１～４丁目 
茨城県つくばみらい市 
絹の台１～７丁目 
小絹のうち字蔵下、字西蔵下、字下川岸、字大谷津、字西下宿の国道 294 号線以西 
筒戸のうち字諏訪の国道 294 号線以西  

茨城県常総市内守谷町 
字鹿小路川端、字鹿小路後、字鹿島下、字赤松前、字足軽、字西原、字南田、字新山、字鹿島

脇、字鹿島向、字鹿小路、字長野入、字長野入前、字奥山、字奥山下根、字才土前、字才土山

根、字巣立山、字向地、字柏山、字出ノ台、字原山、字谷頭、字榎和田、字丸木向、きぬの里１

～３丁目 
茨城県常総市菅生町 
字下ノ原 

茨城県常総市坂手町 
字馬頭（ただし、旧簡易ガス事業の坂手町団地の供給地点を除く。）、字房太郎、字保田敷房 

 
 

（別表第 2）～（別表第 10）  略 

 

 


